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船渡大洗線の開通が決定しました

　4月19日（金）15時に船渡大洗線（国道51号大貫台交差

点～旧大貫小学校区間）が開通いたします。この道路の開

通により、津波発生時における高台への避難路が確保され

ることで防災対策の強化が図られることはもちろん、国道

51号から大洗中心市街地へのアクセスが向上することにな

り、観光産業の活性化、利便性の向上、新たな土地利用促

進による産業振興が期待されます。

問 合 せ　都市建設課 建設管理係（内線 251・252）

＜新＞学童保育施設『ひじりくらぶ』

の開設と入所者募集について

　認定こども園『ひじり保育園』が運営する病児・病後児保

育施設『ひじりアネックス』（大洗町桜道）において、平成31

年4月より学童保育を開始いたします。

　大洗町内の小学校に通う1年生から6年生までの児童で、

保護者等が仕事等により放課後等に家庭で保育ができない

場合に利用することができます。

　利用申込みや利用料金等の詳細は、ひじりくらぶ（ひじり

アネックス）までお問合せいただくか、ひじり保育園のホーム

ページにてご確認ください。

問 合 せ　ひじりくらぶ（ひじりアネックス）　☎ 212-4222

ひじり保育園ホームページ  http://www.at-ml.jp/70497/

平成31年度大洗町奨学生募集【高校生・大学生】

　経済的理由で修学が困難な、優良な学生に対し、有為な人材

の育成を図ることを目的に奨学資金の給付・貸付を行います。

応募資格　次の①～④の要件をすべて満たす方

　①町内に1年以上居住する方のお子さん

　②平成31年4月から高等学校（国立高専含む）・大学（短 

　　大含む）へ入学を予定している方、または在学中の方

　③人物・学業ともに優良である方（平均評定3．0以上）

　④経済的理由により修学が困難な方（収入基準あり）

奨学金額　【高校生】月額1万円給付（返還なし）

　　　　  【大学生】区分に応じ選択した月額を貸付（卒業後返還）

大   学 通学形態 貸付月額

国公立
自宅通学 4万円

自宅外通学 4万円または5万円

私   立
自宅通学 4万円または5万円

自宅外通学
4万円または5万円
または6万円

返　　還　無利子。卒業の翌年から10年以内に全額返還。

　　　　　＊卒業後Ｕターン就職等で大洗町に定住した場

　　　　　　合、返還金が一部免除となります。

募集人数　【高校生】　10名程度（予定）

　　　　　【大学生】　5名程度（予定）

受付期間　3月1日（金）～4月9日（火）8:30～17:15

　　　　　＊土日、祝日を除く

提出書類　①大洗町奨学生願書

　　　　　②奨学生推薦調書

　　　　　③保護者の平成30年度課税証明書

　　　　　　＊①②は学校教育課に備えてあります。または

　　　　　　　町ホームページよりダウンロードできます。

　　　　　　　③は住民課窓口にて取得できます。

提出方法　必要書類を直接窓口へ提出してください。

　　　　　☆詳細は、町ホームページをご覧ください。

問 合 せ　学校教育課（内線353）

住宅用火災警報器はわが家と家族を守る基本
住宅用火災警報器の点検をしましょう！

～経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも～

　新築住宅に加え、既存住宅についても設置義務化から10

年が過ぎ、初期に設置された警報器の中には、劣化や電池切

れが生じていると考えられます。

・住宅用火災警報器の点検を怠ると、正常に機能しない状態   

 で放置されてしまう可能性があります。警報器の機能を維持 

 するために、必ず定期的に点検を実施しましょう。

・住宅用火災警報器は警報を発していなくても常にセンサー

 が作動し、監視しています。本体の消耗・劣化を考慮し、10年

 を目安に本体を交換しましょう。

・住宅用火災警報器は警報の点検・交換の際は、けがなどに 

　十分注意しましょう。なお、点検・交換の際は、便乗した悪質

　商法にも十分注意しましょう。

・住宅用火災警報器を設置されていない方は、早急に取り付  

 けをお願いいたします。

※悪質な訪問による消火器等の不適正

   販売にご注意ください。

問 合 せ　消防本部 火災警防課火災予防係

　　　　　☎ 266 -1119 （内線24）

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ば

く露作業に従事していたことが原因であると認められた場合

には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済

法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経

て発症することが大きな特徴です。

　中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に

従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる

可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの都道府県労

働局または労働基準監督署へご相談ください。

　制度のご案内は厚生労働省ホームページでもご覧になれます。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/120406-1.html


